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則
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一
部
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改
正
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則
第
九
項
中
「
又
は
災
害
復
旧
」
を
「
若
し
く
は
災
害
復
旧
等
」
に
、
「
又
は
東
日
本
大
震
災
」

を
「
、
東
日
本
大
震
災
」
に
、
「
職
員
（
」
を
「
職
員
又
は
東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
復
旧
等
の
た

め
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職

を
占
め
る
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
法
人
に
現
に
雇
用
さ
れ
て

い
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
法
人
に
雇
用
さ
れ
た
ま
ま
同
号
の
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
と
な
る
も

の
に
限
る
。
）
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
職
員
（
」
に
改
め
る
。
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第
十
項
中
「
災
害
応
急
対
策
等
派
遣
職
員
」
の
下
に
「
及
び
福
島
県
警
察
の
地
方
警
察
職
員
と

し
て
採
用
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
警
察
法
施
行
令
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昭
和
二
十
九
年
政
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第
百
五
十
一
号
）
別
表
第
二
の

福
島
県
の
項
に
定
め
る
人
員
に
同
令
附
則
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
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え
ら
れ
た
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員
と
し
て
の
枠

で
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用
さ
れ
た
も
の
」
を
加
え
る
。
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行
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る
。

（
施
設
管
理
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成26年３月31日 月曜日 福 島 県 報 号外第21号1


